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東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
六
号
）
（
本
則
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ

第
三
条

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

の
効
力
を
失
う
。

三
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
六
号
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

改

正

案

現

行

（
総
合
法
律
支
援
法
の
適
用
）

（
総
合
法
律
支
援
法
の
適
用
）

第
五
条

支
援
セ
ン
タ
ー
が
東
日
本
大
震
災
法
律
援
助
事
業
を
行

第
五
条

支
援
セ
ン
タ
ー
が
東
日
本
大
震
災
法
律
援
助
事
業
を
行

う
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
総
合
法
律
支
援
法
の

う
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
総
合
法
律
支
援
法
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

政
令
で
定
め
る
。

政
令
で
定
め
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
十
九
条
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
二
号

第
二
号

第
二
十
三
条
第
五

こ
の
法
律
又
は
準

こ
の
法
律
、
震
災
特

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項

用
通
則
法
（
第
四

例
法
又
は
準
用
通
則

十
八
条

法
（
震
災
特
例
法
第

五
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
四
十
八
条

第
二
十
三
条
の
二

こ
の
法
律

こ
の
法
律
、
震
災
特

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項

例
法

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
二
十
六
条
第
一

第
四
十
八
条

震
災
特
例
法
第
五
条

項

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
第

四
十
八
条
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
三
条
第
二

（
略
）

（
略
）

第
三
十
三
条
第
二

（
略
）

（
略
）

項

項

第
三
十
四
条
第
二

こ
の
法
律

こ
の
法
律
、
震
災
特

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項
第
五
号

例
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
五
条
第
二

（
略
）

（
略
）

第
三
十
五
条
第
二

（
略
）

（
略
）

項

項

第
四
十
二
条
の
二

こ
の
法
律

こ
の
法
律
、
震
災
特

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項

例
法

第
四
十
二
条
の
二

前
項

震
災
特
例
法
第
五
条

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
前

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
八
条
の
表

（
略
）

（
略
）

第
四
十
八
条
の
表

（
略
）

（
略
）

第
三
条
第
三
項
の

第
三
条
第
三
項
の

項

項

第
四
十
八
条
の
表

総
合
法
律
支
援
法

総
合
法
律
支
援
法
（

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
三
十
九
条
の
二

（
同
法
第
四
十
八

震
災
特
例
法
第
五
条

第
一
項
の
項

条
に
お
い
て
準
用

に
お
い
て
読
み
替
え

す
る
こ
の
法
律
の

て
適
用
す
る
総
合
法
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規
定
を
含
む
。
）

律
支
援
法
第
四
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す

る
こ
の
法
律
の
規
定

を
含
む
。
）
、
震
災

特
例
法

第
四
十
八
条
の
表

（
略
）

（
略
）

第
四
十
八
条
の
表

（
略
）

（
略
）

第
五
十
条
の
項

第
五
十
条
の
項

第
四
十
八
条
の
表

総
合
法
律
支
援
法

総
合
法
律
支
援
法
（

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
五
十
条
の
四
第

（
同
法
第
四
十
八

震
災
特
例
法
第
五
条

六
項
の
項

条
に
お
い
て
準
用

に
お
い
て
読
み
替
え

す
る
こ
の
法
律
の

て
適
用
す
る
総
合
法

規
定
を
含
む
。
）

律
支
援
法
第
四
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す

る
こ
の
法
律
の
規
定

を
含
む
。
）
、
震
災

特
例
法

第
四
十
八
条
の
表

総
合
法
律
支
援
法

総
合
法
律
支
援
法
（

第
四
十
八
条
の
表

総
合
法
律
支
援
法

総
合
法
律
支
援
法
及

第
六
十
四
条
第
一

（
同
法
第
四
十
八

震
災
特
例
法
第
五
条

第
六
十
四
条
第
一

び
震
災
特
例
法

項
の
項

条
に
お
い
て
準
用

に
お
い
て
読
み
替
え

項
の
項

す
る
こ
の
法
律
の

て
適
用
す
る
総
合
法

規
定
を
含
む
。
）

律
支
援
法
第
四
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す

る
こ
の
法
律
の
規
定

を
含
む
。
）
及
び
震

災
特
例
法

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

第
四
十
八
条
の
表

総
合
法
律
支
援
法

総
合
法
律
支
援
法
、

第
六
十
五
条
第
一

震
災
特
例
法

項
の
項
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第
四
十
九
条
第
一

又
は
第
四
十
七
条

若
し
く
は
第
四
十
七

第
四
十
九
条
第
一

又
は

、
震
災
特
例
法
第
四

号

の
四
第
一
項

条
の
四
第
一
項
又
は

号

条
第
一
項
若
し
く
は

震
災
特
例
法
第
四
条

第
二
項
又
は

第
一
項
若
し
く
は
第

二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
五
十
四
条
第
一

（
略
）

（
略
）

第
五
十
四
条
第
一

（
略
）

（
略
）

項
第
一
号

号

第
五
十
四
条
第
一

若
し
く
は
第
五
項

、
同
条
第
五
項
（
震

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項
第
四
号

災
特
例
法
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）

第
五
十
四
条
第
一

（
略
）

（
略
）

第
五
十
四
条
第
四

（
略
）

（
略
）

項
第
五
号

号

第
五
十
四
条
第
一

第
四
十
二
条
の
二

第
四
十
二
条
の
二
第

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

項
第
八
号

第
二
項

二
項
（
震
災
特
例
法

第
五
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。

）

附

則

附

則

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

こ
の
法
律
の
失
効
前
に
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
援

３

こ
の
法
律
の
失
効
前
に
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支

セ
ン
タ
ー
が
し
た
長
期
借
入
金
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び

援
セ
ン
タ
ー
が
し
た
長
期
借
入
金
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項

第
三
項
並
び
に
第
五
条
（
同
条
の
表
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の

及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
条
（
同
条
の
表
第
十
九
条
第
二
項
第

項
、
第
二
十
三
条
第
五
項
の
項
、
第
四
十
九
条
第
一
号
の
項
、
第

二
号
の
項
、
第
四
十
九
条
第
一
号
の
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一

五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号

号
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定

の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力

か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

を
有
す
る
。

る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）


